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正常債権
92.21%

破産更生債権および
これらに準ずる債権
2.36%

「金融再生法開示基準に
基づく債権」の総与信額

合　計 653,417

危険債権
4.92%

要管理債権
0.51%

平成21年3月末　（単位：百万円）

金融再生法開示基準に
基づく債権額

合　計 50,923（Ａ）

（B）/（A）=85.67%カバー

(A)に対する担保保全額

保全額 43,625（B）

危険債権
32,168

要管理債権
3,310

担保・保証等
23,325

破産更生債権
およびこれらに

準ずる債権
15,445

貸倒引当金
20,300

金融再生法開示基準に基づく債権自 己 査 定 リスク管理債権

平成21年3月末（単位：百万円）

対象債権

貸出金（破綻先債権・延滞債
権は未収利息不計上）

破綻先債権
（   4,799）

延滞債権
（ 42,148）

3カ月以上延滞債権
（     　なし）

貸出条件緩和債権
（  3,310）

合計
（ 50,257）

対象債権

貸出金、外国為替、仮払金、
支払承諾見返、金融機関保証
付私募債、未収利息

破産更生債権および
これらに準ずる債権

（ 15,445）

危険債権
（ 32,168）

対象債権

破綻先債権
（   4,853）

実質破綻先債権
（   10,591）

破綻懸念先債権
（ 32,168）

要管理先債権
（ 4,437）

その他要注意先債権
（127,167）

正常先債権
（407,934）

貸出金、外国為替、仮払金、
支払承諾見返、金融機関保証
付私募債、未収利息

要
注
意
先
債
権

要管理債権
（  3,310）

小計（ 50,923）

正常債権
（602,493）

（注）「金融機能の再生のための緊急措置に関
する法律」（金融再生法）では、開示基準の対
象を貸出金だけではなく、支払承諾見返や金
融機関保証付私募債等を含む総与信としてお
ります（ただし、要管理債権は貸出金に限
定）。また、財務内容を踏まえた債務者単位で
分類しております。

（注）破綻先債権、延滞債権
については、自己査定区分
で破綻懸念先以下に区分し
た債務者に係る全貸出金を、
担保保全の状況如何にかか
わらず開示しております。
　リスク管理債権の貸出金
残高に占める割合は7.77％
ですが、これらの債権の
85.60％を担保・保証等や
貸倒引当金で保全しており
ます。

保全率

100％

81.96％

54.88％

小計 85.67％

不良債権への取り組み

　当行は、不良債権発生の未然防止に努めるとともに企業再生支援の取り組みを強化し、資産の健全性維持に注力

しております。また、「格付・自己査定システム」を導入し、信用変化の都度査定する随時査定方式により個別に査

定し、厳正に貸倒引当処理を行う一方、担保処分や貸出債権売却等の不良債権の最終処理にも努めております。なお、

当行は部分直接償却を実施しておりません。

金融再生法に基づく開示債権（単体）の推移	 （単位：百万円）

平成17年 
3月期

平成18年 
3月期

平成19年 
3月期

平成20年 
3月期

平成21年 
3月期

破産更生債権およびこれらに準ずる債権 16,864 20,784 12,805 13,761 15,445
危険債権 36,602 32,140 47,577 39,540 32,168

要管理債権 22,370 17,176 7,630 6,468 3,310

小　計 75,838 70,101 68,012 59,770 50,923

正常債権 637,002 653,335 630,939 625,397 602,493

合　計 712,841 723,436 698,952 685,167 653,417

総与信残高に占める割合 10.63％ 9.69％ 9.73％ 8.72％ 7.79％
保全率 74.74％ 77.50％ 79.49％ 82.08％ 85.67％

●�破産更生債権およびこれらに準ずる債権
破産、会社更生、再生手続等の事由により
経営破綻に陥っている債務者に対する債権
およびこれらに準ずる債権

●危険債権
債務者が経営破綻状態にいたっていないが、
財政状態および経営成績が悪化し、契約に
従った債権の元本の回収および利息の受取
ができない可能性の高い債権

●要管理債権
自己査定区分による「要注意先」のうち、「3
カ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和
債権」

●正常債権
債務者の財政状態および経営成績に特に問
題がないものとして、「破産更生債権および
これらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管
理債権」以外のものに区分される債権

●破綻先債権
元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続
していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものと
して未収利息を計上しなかった貸出金（貸
倒償却を行った部分を除く。以下「未収利
息不計上貸出金」という。）のうち、法人税
法施行令（昭和40年政令第97号）第96
条第1項第3号のイからホまでに掲げる事

由又は同項第4号に規定する事由が生じて
いる貸出金

●延滞債権
未収利息不計上貸出金であって、破綻先債
権および債務者の経営再建又は支援を図る
ことを目的として利息の支払を猶予した貸出
金以外の貸出金

●3カ月以上延滞債権
元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日
を起算日として3月以上遅延している貸出
金で、破綻先債権および延滞債権に該当し
ない貸出金

●貸出条件緩和債権
債務者の経営再建又は支援を図ることを目
的として、金利の減免、利息の支払猶予、元
本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に
有利となる取決めを行った貸出金で破綻先
債権、延滞債権および3カ月以上延滞債権
に該当しない貸出金
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